令和8年度朝日町ブロック塀等撤去補助金交付要綱

（目的）

第1条 町長は、地震による災害から町民の生命、身体及び財産を保護するため、ブロック塀等の撤去に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、朝日町補助金等の適正化に関する規則（昭和58年規則第8号。以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるところによる。

（用語の定義）

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等：コンクリートブロック、レンガ、大谷石等により構成された、組積造の塀（基礎部分、かさ木、控え壁を含む。鉄筋の有無を問わない）及び門柱をいう。

(2) 敷地：ブロック塀等の存在する敷地をいう。
(3) 工事：ブロック塀等を撤去する行為をいう。
（交付の対象者）

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げるいずれにも該当する者とする。

(1) 敷地の所有者又は所有者の世帯員であること。敷地の所有者が法人である場合には、法人の代表者であること。
(2) 町内建設業者と工事請負契約をする者。
(3) 補助金申請年度の3月31日まで完了報告書を提出できる者。
(4) 町税等に滞納がない者。
（交付対象工事）

第4条 補助金の交付の対象となる工事は、次の各号に掲げるすべてを満たすものとする。

(1) 町内に存在すること。
(2) 道路（公衆用道路）、公共施設等に面すること。
(3) 基礎部分を含む高さが地盤より1.2メートル程度以上であること。（工事後は基礎を含む高さが地盤より1.2メートル未満となること。）
· 老朽化の進んだブロック塀等はこの限りではない。
(4) 工事後に新たなブロック塀等を設置しないこと。
(5) 申請した工事について、町の他制度による補助事業の申請がないこと。
（補助金額）

第5条 補助金の額は、工事に要した経費の2分の1の額と撤去したブロック塀等の面積に1平方メートル当り、7,500円を乗じて得た額のいずれか少ない額とし、　　　15万円を限度とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
２　前項の面積には、控え壁にかかる部分を含まない。また、門柱部分の面積は周囲長の2分の1と高さの積とする。
（交付の申請）

第6条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、工事着手前に、朝日町ブロック塀等撤去補助金交付申請書（様式第1号）に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 内訳がわかる工事の見積書（写）
(2) ブロック塀等の存在する敷地の位置図及び配置図
(3) 着工前写真
(4) 工事請負契約書（写）
(5) 町税の完納証明書
(6) 誓約書（別紙様式）
(7) その他町長が必要と認める書類
（交付決定の通知）

第7条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を適正と認めた場合は、申請者に対して朝日町ブロック塀等撤去補助金交付決定通知書（様式第2号）を通知するものとする。
（申請内容の変更等）

第8条 申請者は、真にやむを得ない事情で申請内容を変更又は取り下げる場合は、朝日町ブロック塀等撤去補助金交付変更（取り下げ）承認申請書（様式第3号）に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更内訳がわかる工事の見積書等（写）
(2) 変更内容が確認できる図面

(3) 工事請負変更契約書（写）

(4) その他町長が必要と認める書類
２　規則第７条第１項第１号イに規定する軽微な変更とは、補助金額の増減がない工事等の変更とする。
（変更等の承認）

第9条 町長は、前条に規定する承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更内容又は取り下げを適正と認めた場合は、申請者に対して朝日町ブロック塀等撤去補助金交付変更（取り下げ）承認通知書（様式第4号）を、変更内容を不適正と認めた場合は、交付変更不承認通知書（様式第4-1号）を通知するものとする。
（完了報告書）

第10条 申請者は、工事が完了した場合は、事業完了後30日を経過する日又は交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、朝日町ブロック塀等撤去補助金事業完了報告書（様式第5号）に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 写真（工事施工中及び工事完了後）

(2) 領収書（写）又は支払金額が証明できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類
（補助金の確定）
第11条 町長は、前条に規定する事業完了報告書の提出があった場合は、その内容を審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告を適正と認めた場合は、申請者に対して朝日町ブロック塀等撤去補助金確定通知書（様式第6号）を通知するものとする。

（補助金の請求）

第12条 申請者は、前条に規定する確定通知書を受けた場合は、速やかに朝日町ブロック塀等撤去補助金請求書（様式第7号）を町長に提出しなければならない。
（交付決定の取消及び補助金の返還）
第13条 町長は、申請者が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りやその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
２　前項の規定により補助金の交付決定を取り消された交付対象者が、既に補助金の交付を受けている場合は、町長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。
（その他）

第14条 この要綱に定めるもののほか、取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附　則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
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